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ンパスを有する．本研究ではその中で最大のモンタ

ナ州ミズーラ市にあるミズーラ校キャンパスを取り

上げ，以下でこれをモンタナ大学と呼ぶ．モンタナ

大学は，1893年に関学した総合大学であり，

2003/2004年度には約１万3000人の学生が在学し，

その中で学部生が約１万900人を占めていた．また，

同年度に約580人の常勤教員及び1300人の常勤職員

が雇用されていた．学生の75％は州内出身者で､ある．

文理学部，森林保護学部，工学部の３つのカレッジ

の他，経営管理，教育，芸術，ジャーナリズム，法

律，薬学と健康科学の６つの学部（School）を有す

､る．

モンタナ大学の障害学生支援

１障害学生支援の歴史と背景

モンタナ大学の障害学生支援は，1988年に現室長

（Dhector）であるジム・マークス（JimMmks）を

唯一の半日勤務の職員（コーディネーター）として

［障害学生のためのサービス（DisabledStudem

Services)」としてスタートした．彼は1970年代後半

にモンタナ大学ミズーラ校に晴眼学生として入学し，

在学中に盲人となった（ＭａⅡks,2004)．その当時，

モンタナ大学では障害のある学生に対するサービス

は提供されていなかった．ジム・マークスは，１９９１

年に障害学生支援室に新たに２人の職員が入ると同

時に室長となり，現在に至っているｑこのようにジ

ム・マークスはモンタナ大学の障害学生支援の歴史

を体現しているといえる．

モンタナ大学の障害学生支援は，アメリカ合衆国

の他の大学と同様に,1973年に施行された「リハビ

リテーション法504条（Section504ofthe

RellabilitationAct)｣，及び1990年に施行された「障

害をもつアメリカ人法（IheAmencanswiIh

DisabilitiesAct:ADA)｣．さらにモンタナ州人権法

（TheMontanammanRig]tsAct）を基盤として
整備されてきた．

緒言

わが国の大学における障害学生支援体制は，(1)障

害学生やその支援者による支援のあり方やスキルに

ついて検討する自発的な取り組み')として，(2)放

送大学メディア教育開発センターを核とする高等教

育のユニバーサルデザインをめざす取り組み2)とし

て，さらにそれと協力しながら，(3)大学内のファ

カルティ・ディベロップメント（ＦＤ：大学教員が

授業内容･方法を改善し，向上させるための組織的

な活動）における取り組みの一環3)として，近年急

速に関心を集めつつある．その中で国内のいくつか

の大学における研究実践が蓄積されてきている4（

日本の大学がモデルとする障害学生支援の先進例

としては，アメリカ合衆国の大学における障害学生

支援サービスが取り上げられることが多い（広瀬，

2002,2004；大庭，２００４；関根，2003ａ；関根，

2003ｂ；渡辺,2005)．しかしながら，大学の訪問見

学，あるいは年次カタログ（便覧）や障害学生支援

室のウェップページで得られる情報は，そこで提供

され得るサービスのリストの提示にとどまるという

限界も有する．

本研究では，筆頭著者の所属機関が大学間交流協

定を締結しており，第二著者が所属するアメリカ合

衆国モンタナ州におけるモンタナ大学（Unive[sity

ofMontana）を取り上げる．本研究では，モンタナ

大学における障害学生支援（DisabililyServicesfbr

Students:DSS)`〕の現状について，障害学生支援室

が発行する年次報告書を中心に整理・検討するとと

もに，障害学生支援業務に携わる第二著者の視点か

ら見た課題について指摘を行うものである．

モンタナ州は，面積が日本とほぼ同じ広さである

一カウ人口は州全体で90万人余りと少ない．モンタ

ナ大学はモンタナ大学システムに属し，４つのキヤ

＊障害児教育

*＊モンタナ大学障害学生支援室
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２障害学生支援の概要

(1)障害学生支援の基本理念

モンタナ大学の障害学生支援は，障害のある学生

が大学での学業，学内活動，生活を含むプログラム
に参加できるよう，情報取得のバリア，物質的バリ

ア，心理的バリアを取り除くことをその目的として

いる．

モンタナ大学の障害学生支援は，障害をもつ学生

が在学中に自らが得ようとする支援を自ら決意し，

責任を負うことができるようになることをめざして

いる．具体的には障害をもっているため支援サービ

スが必要だと自ら申し出る尋，自分の責任でサービ

スを効率よく利用するという自立的な考え方を養う

ことが求められている．法的に障害者の市民権が保

障されてはいても，このような態度の育成が重視さ

れていることに注意する必要がある．このような考

え方は，障害学生が大学を卒業した後，就職・就労

先で定着し，障害を持たない市民のように社会に参

加し貢献するようになることをめざすところからき

ている．

(2)障害学生支援室の位置

障害学生支援室は，大学の中心に位置するロマソ

ン・センター（Lommassonanteue）と呼ばれる建

物の地下にある．ロマソン・センターには，大規模

学生食堂，コーヒーショップの他，学生の生活及び

勉学全般の事務業務を扱う事務部ぅ外国人学生・研

究員支援室等が入っている．

(3)障害学生支援に携わる職員

2003/2004年度にモンタナ大学障害学生支援室に

は，前述の所長の他，コーディネーターが４人，ア

システィプテクノロジー（AssistiveTbChnology）・

コーディネーター１人,プログラム補助員

（Pro厚amAssistant）１人，受付窓口担当（Recep‐

tionist）１人，Ｅテキスト担当（ETextProdUcer）

が１人，手話通訳者が２人であった．プログラム補

助員の業務には，試験方法に関する配慮（Tbsting

AcCommodatiOn）がある．その他に，学生アルバイ

トを支援室内で15人程度，室外で20人程度雇用して

いた．学生アルバイトに対する時給は１時間６ドル

程度であり，学外での通常のアルバイトと同程度で

ある．

(4)支援を受けた学生の概要

図１に，過去10年間にモンタナ大学において支援

を受けた障害学生の数及び卒業した学生数の変遷を

示した．支援を受ける学生，卒業する学生ともにそ

の数が増加していることが明らかである‘

2004年春学期にモンタナ大学で支援を受けた障害

学生は，全学生の62％を占めていた（Disability

ServicesfbrStudents,2004)．

表１に2003/2004年度に入学した学生の障害別人
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図１モンタナ大学における過去10年間の障害学生数の推移（春学期）

出所：DisabiliwServicesfbrStudents(2004）、
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数を示した．表１には，「職業リハビリテーション

（VOcationalRehabilitation)6｣に登録，障害学生支

援に登録せず」という項目がある．このことは，入

学した障害学生の中に障害学生支援室に支援を求め

ず,登録しない学生もいることを示す．表２に，

2003/2004年度に学位を授与されて卒業した学生の

障害別人数を示した．表２より，多様な障害のある

学生が幅広い専門分野で学業を修め，卒業している

ことが明らかである．

３障害学生支援の実際

(1)学生が支援を受けるまでの過程

１）コーディネーターとの面会

障害学生は障害学生支援室を訪れ，特定の担当

コーディネーターを希望する．あるいは担当。_

デイネーターを紹介される．基本的に在学中は同

じコーディネーターが当該学生からの相談を受け，

彼らのニーズに対応する．

２）コーディネーターによる学生のニーズ判定

コーディネーターは，学生とのインタビュー，

及び学生から提出された障害ごとに異なる必要書

類から，当該学生が支援を受けるニーズがあるか

どうかを判定する．

幼稚園から高校までに在学中は，ＩＤＥＡ

（nldividualswithDisabilitiesEducationAct：全

障害児教育法）の下で障害のある生徒が特殊教育

を受けるのは大前提であり，サービスは周囲から

いわばお膳立てされていた．それに対し，大学生

にあっては，前述したように自らの人権として自

表１入学学生の障害別人数（2003-2004年度）

2003年２００３年2004年

夏学期秋学期春学期

（人）（人）（人）

学生の障害別内訳

移動が困難な肢体不自由（車椅子）

(MobilityOrthopCdiCImpaiment,Wheelchair

２１２ 1２

移動が困難な肢体不自由（車椅子以外）

皿obUityOrthopediclmpairment,Other）

1５３７ 4５

移動が可能な肢体不自由 1９ 1９８

onMobilitvOrthopediclmnniTment
I

盲と弱視巴1in｡/LowVision） １２２

聾のeaO ４､１ ２

難聴CHardofHearing） ２ ７ ８

学習障害qearnmgDisability） 5３１８７１９０

注意欠陥障害（AttentionDeficitDisorder〕 4６９４１１１

脳外傷旧rainlnjuIy ９２８ 3０

てんかん障害（SeizureDisorder） ６０ ７

呼吸器障害ロRespiratorylmpairmenD 0１ ０

循環器･心臓障害（Circulatory/HeartlmpainnenO ２ ２１

心理的・情緒的障害 6６1８．５７

Psychological/Emotionalmlpainnent

コミュニケーション障害（CommunicationImpainnen0.0 0．0

一時的な障害（Tbmpora【yDisabilily） 4６8３２５

移動が可能な重複障害：（MultipleDisabilitybMobility）２ 1３

一コロロロロー

ーロコロロロニ

移動が困難な重複障害 2９６６ 7３

>Non-MobiliUltipleDisabUi

その他（Other） 1５1１３

障害保留PendingVerifiOation） 8０ ６６2２

一時退学を含む退学（WithdrawalS） 2５ 2８3３

職業リハビリテーションに登録,障害学生支援室に登録Ｎ/Ａ５s
せず（VbcationalRehabnotDSS）－

6１

272７９８８００総計（Tbtal）
●

出所：DisabilitySeiivicesfbrStudents(2004
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表２卒業した学生の学位・専攻及び障害別人数(2003/2004年度）

障害内訳（人）専攻 人数

(人）

学取得

位学位名
ＤＰＴ 理学療法 １難聴１

博
士
号 ３重複障害１その他の障害１

注意欠陥障害１

法学JＤ

１移動が困難な肢体不自由１MACCＴ会計学

修
士
号 ３学習障害１心理的障害１

注意欠陥障害１

ＭＢＡ 経営学

hｍＤ教育リーダーシップ１重複障害１

１移動が可能な肢体不自由１nｍＡ広報学

ｌ移動が困難な肢体不自由1コンピュータ科学ＭＳ

１注意欠陥障害１環境科学

１学習障害１地質学

理学療法 ２重複障害２

人類学 ２学習障害２

学
士
号

ＢＡ

４心理的障害１難聴１

注意欠陥障害１重複障害１

生物学
'

コミュニケーション６学習障害２重複障害２．

学心理的障害１注意欠陥障害１

経済学 １注意欠陥障害１

３注意欠陥障害２重複障害１英語学

環境学 １重複障害１

３心理的障害１重複障害１

注意欠陥障害１

美術

地理学 １心理的障害１

１－時的障害１ドイツ語

歴史学 ２移動が可能な肢体不自由１

注意欠陥障害１

人文学 ４学習障害２注意欠陥障害１

移動が困難な肢体不自由１

数学 １学習障害１

ネイティブアメリカン学２移動が可能な肢体不自由１脳外傷１

４学習障害２呼吸器陣1重複障害１政治学

心理学 ５Ｌ注意欠陥障害２心理的障害１

重複障害２１
ＢＡ 社会福祉学 ５重複障害１

学習障害１
移動が可能な肢体不自由１

注意欠陥障害1．

社会学 ,学習障害４，注意欠陥障害３

循環器障害心理的障害１

２重複障害１注意欠陥障害１スペイン語

ＢＡＥ 教育学 ６注意欠陥障害２重複障害２

移動が困難な肢体不自由１学習障害１

BAJ’ジャーナリズム学２学習障害２

BARTＶラジオ・ＴＶ学 ２学習障害２

BRA美術学 1学習障害１

地質学 １重複障害１ＢＳ

BSBAD経営／会計学 ２心理的障害１難聴１

経営／財政学 ２脳外傷１注意欠陥障害１
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-経営／国際学 ２学習障害１注意欠陥障害１

経営／管理学 ５学習障害３移動が困難な肢体不自由１

脳外傷１．

経営／マーケテイン４学習障害１一時的障害１重複障害１

グ学難聴１

BＳｍ王健康と人間行動学６注意欠陥障害３－時的障害２重複障害１
BSRC資源保護学、 ３重複障害２学習障害１

BSRMレクレーション管理学５一時的障害２注意欠陥障害２学習障害１
BSＷＢ野生生物学 ３学習障害２重複障害１

:艤鱒鴬
1４ 学習障害４一時的障害３

重複障害２脳外傷２聾１

心理的障害１注意欠陥障害１

計 129

出所：Di8abilityServiceBfbrStudent8(2004）

分自身で要望しなくては支援を受けられない．逆

にいえば高校まではＩＤＥＡの障害カテゴリーに

分類され特殊教育を受けていたとしても，本人が

のぞまない，あるいは行動をおこさなければ上述

したように障害学生支援を受けないという選択肢

もある．

モンタナ大学における障害の分類は，学習障害

や注意欠陥障害，聾のようなＩＤＥＡと同一の障

害分類も見られる一方で，大学内での学業及び社

会活動を円滑に行う上でのバリアの有無という点

に焦点をあてた分類もある．たとえば肢体不自由

では〆移動が可能かどうか，移動の手段という観

点から３つに分類されている．

コーディネーターは提出された書類を点検し，

必要に応じて書類を作成した医師等と連絡をとる．

また，申請時に障害が医学的に診断されていな

くても，支援を受けるニーズを学生が感じていれ

ばサービスを一時的に申請することが可能である．

そのような学生のために「障害保留（Pending

Venfication)」という分類がある7１

３）コーディネーターによる情報提供と環境調整

学生のニーズを明穂にしたあと，コーディネー

ターは学生に対して，可能な環境調整に関する情

報提供を行う．学生が選択した環境調整を行い，

期に利用された支援項目を表３に示す．

以下では支援の項目を学業適応に関するものと生

活適応に関するものに分け羅列する．

①学生の学業適応に関する支援‘

入学までの支援，大学内施設・設備に関するオ

リエンテーション，学業適応，アクセスマップの

作成，人権に関する周知，優先的授業登録，備品

や教室機器の設営，試験方法に関する配慮，アク

セスできる教室の再配置，障害者駐車許可証の取

得，情報機器へのアクセス，支援機器とサービス，

代替手段の活用（点字，コンピュータ，電子テキ

スト，拡大プリント，カセットテープ)．

②学生の生活適応に関するもの

アクセスできる住居の確保，投票登録，降雪日

における除雪された道路・通路の確保（Snow

Ioute)．

モンタナ大学における障害学生支援の課題

１卒業した障害学生の雇用状況の把握と雇用促進

に向けた支援の充実

現在のところ，障害学生支援室に登録をしている

学生が卒業したかどうかについてのデータはあるが，

その学生たちの卒業後の就職に関しては不明である．

アメリカ合衆国では障害をもつ人々の市民権は保障

されてはいるが，それは彼らが社会で自立生活を送

ることを保障するものではない

アメリカ合衆国での障害者の雇用率は市民権保障

にかかわらずわずかに35％で，障害を持たない者の

雇用率78％と比べた場合に顕著な格差がみられる

（TheNationalOIganizationonDisability,2004)．
1991年に障害学生支援室が正式にモンタナ大学に

設立され，その予算が大学運営予算に組み入れられ

報提供を行う．学生が選択した環境調整を行い，

その後も必要に応じて当該学生を支援する．

ここで留意すぺきことは，ノートテイクや筆記

等支援の提供者については障害学生支援室がアレ

ンジするのではなく，学生が自らに適した支援者

を決定し障害学生支援室はその人に対しアルバイ

ト代を支払うという点である．

(2)支援の内容

支援の項目を以下に整理する．また，2003年秋学
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表３障害学生のための支援提供（2003年秋学期）

支援項目 件数支援内容

利用件数ノートテイクテイカー

(DSSNotetakers）

6７

(Stipendsissued）

試験方法に関する配慮 利用件数(TestingAcconmnodations８５４

utilized）(TestingAccommodatiohs）

アシステイブテクノロジー機材利用

(PresentationTechnologyServices

Authorization）

利用件数(PTSauthorizations） 6３

教室へのアクセス

(C1assroomaccess）

教室の再配置がされた件数

(Numberofclassesrelocatedon

campusforstudentaccess）

1９

人的な補助（AuxiliaryAids)＊ 補助を利用した障害学生数(DSS

StudentsusingAuxiliaryAids）

７

補助提供時間

(AuxiliaryHourspaid）

685

(時間）

通訳・キャプション作成サービス

(Interpreter/CaptionerServices）

サービス提供時間

(HoursofService)）

882

(時間）

電子テキストに変換された書籍(Books書籍数～

ConvertedtoE-text）（BooksConverted）

103

*読み上げ、筆写、文章訂正等を含む．出所：DisabilityServicesfbrStudents（2004）

て以来う障害学生支援室に登録する学生の数は当初

の数十人から800人（2004年春学期）へと増加した．

この増加に伴いモンタナ大学を卒業する障害学生も

増加したが，卒業した学生の雇用状況に関してはこ

れまでのところ不明である．それを把握した上で在

学中に学生の雇用に向けた支援を充実させる必要が

ある６

実施するには，授業を担当する大学教員が試験方法

に関する配慮についての知識を十分に有し，障害学

生支援室とのあいだで十分な連絡調整が行われてい

る必要がある．この点についても今後検討する必要

がある．

まとめ

本研究では，最初にモンタナ大学障害学生支援室

の歴史･背景，概要について整理を行った．障害学

生支援について特記すべき点として，障害をもつ学

生に対して，支援ニーズを自ら申し出，自らの責任

でサービスを利用する姿勢が求められること，障害

をもつ学生であっても支援を受けないという選択肢

があるということがあげられた．また，多様な障害

をもつ学生が，幅広い専門分野で学業を全うし卒

業・修了していることが明らかになった．

次にモンタナ大学障害学生支援室が実施する支援

の内容として，学生が支援を受けるに至る過程を整

理し，具体的な支援サービスの内容についてふれた．

ここでは特に医学的に判定された障害をもつ学生に

対応するだけでなく，末判定であっても学生のニー

ズに対応するための配慮が行われていることを述べ

た．

最後に，モンタナ大学の障害学生支援の課題とし

て，卒業した障害学生の雇用状況の把握，及び試験

２試験方法に関する配慮へのニーズの高まりへの

対応

障害学生支援室に登録しサービスを利用する学生

の数が増加する一方で，支援室の職員数，機器・機

材の数，支援室の占有面積は変わっていない職員

不足及び支援室のスペースの限界がとりわけ問題と

なっているのが，試験方法に関する配慮である．中

間試験の時期には１日に35件，期末試験の時期には

65件もの試験方法に関する配慮を，障害学生支援室

において実施する（DiSabmtyServicesfbrStudents，

2004)．このようなニーズの高まりにより，障害学

生支援室の職員の通常の業務の滞りが生ずる事態も

見られている．また，スペース，機器・機材，人材

が限られているために，必要な配慮が為された環境

の設営が遅れる可能性もないとはいえない早急な

対応が必要だと考えられる－

障害学生支援室において試験方法に関する配慮を
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方法に関する配慮を要求する学生の増加への対応，

の２点を指摘した．

本研究では，障害学生支援室の発行する年次報告

書を中心に現状の整理・検討を行った．今後の課題

として，障害学生や担当教員，支援関係者の立場か

ら見た障害学生支援のあり方についてさらに分析・

検討を進める必要がある．

注

１）たとえば，吉川・太田・広田・白澤（2001）が
見られる．

２）放送大学メディア教育開発センター，大学にお

ける障害者支援一多様な学生への支援．

http://www・nime・acjp/hirose/参照．

３）たとえば，福岡教育大学教育学部附属教育実践

センター（2002)，木船（2004）を参照のこと．

４）例として，花熊（2004)，吉原（2004)，鳥山

（2005)，大泉（2005）があげられる．

５）“Disabilib7SelvicesfbrStudents，，の日本語訳と

しては「学生のための障害関連のサービス」が

原語の意味に近いと思われるが，本研究では日

本における通常の呼称に従って，障害学生支援

と呼ぶ．

６）職業リハビリテーションは連邦政府と州政府の

予算により，州政府が運営する組織でihる．モ

ンタナ州内で障害により就職するのが困難で

あったり，仕事を続けるのが困難な人たちが登

録しサービスを受ける．

７）障害保留の場合は，学生が障害学生支援室に登

録した当日より半年から10ケ月以内に証明書

（Documentation）を提示しなければ登録が取

り消される、その間，学生の状況によっては，

コーディネーターが暫定的な配慮（Provisional

Accommodation）を提案する場合がある．具体

例として，診断料が払えない等の理由で学習障

害の診断を受けていない学生であっても，－学

期間は試験を受ける上での便宜を利用すること

が可能である．
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